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シンガポールといえば、多文化が共存する都市

国家、東南アジアの中でも経済立国として成功し

た国、政治的リーダーシップがうまく機能してい

る国といったイメージを持つ方が多いと思います

が、その中でも今回は国際金融センターとしての

一面を紹介します。 

 

１．国際金融センター 

国際金融センターとは、「国内外の金融機関（銀

行、証券、保険、資産運用会社など）が集積し、

預貸市場、短期金融市場、資本市場、外国為替市

場、デリバティブ市場などの金融市場を通じて国

際金融取引が大規模に行われている都市」と一般

的に言われています。 

国際金融センターを比較する指数・ランキング

としては、英国に本拠を置く Z/Yenグループが 中

国（深圳）総合開発研究院と共同で作成し、2007

年より毎年２回公表している「グローバル金融セ

ンター指数」（GFCI:Global Financial Centres 

Index）が有名です。その直近 2023年 9月版と過

去 3年毎のランキングは以下のとおりです。 

 

1980年代において世界三大国際金融センターの

一角であった東京は、バブル経済の崩壊とともに

後退しました。ニューヨークとロンドンは引き続

きトップを争う構図ですが、世界第三の国際金融

センター、あるいはアジアの金融ハブといえば、

シンガポールもしくは香港が挙げられることが一

般的となり、存在感が増しています。 

２．シンガポールの優位性、香港との共通点 

上述のようにシンガポールは香港とともにアジ

アの金融ハブとして台頭久しく、両都市ともかつ

て英領植民地下の交易都市であった歴史的経緯か

ら共通点も多くあります。国際金融取引の面では

以下のような優位性を共有します。 

第一に、国際金融取引のベースとなる英米法系

のリーガル・システムを有し、それを安定的に維

持してきたこと。 

第二に、国際金融取引における共通言語である

英語を公用語として採用していること。 

第三に、シンガポールにはシンガポール金融管

理局（MAS）、香港には香港金融管理局（HKMA）と

いう、世界の金融情勢の変化と発展に後れをとら

ない柔軟性と進取性をもった、金融規制当局が存

在すること。 

第四に、両都市が影響を及ぼす経済圏の規模と

成長性があげられること。シンガポールは 6.7 億

人の人口を有する ASEAN 経済の中核であり、かつ

東南アジアの華僑および印僑ネットワークの要で

す。香港は 14億人で構成される中国と２億人弱の

人口を抱える華南経済の入口です。 

第五に、英領植民地時代以来、両都市は双子の

ような緊密なつながりをもち、金融面でも相互補

完関係にあること。 

このように共通点の多い両都市ですが、異なる点

でいえば、シンガポールは当局の強力な指導のも

とで市場インフラを整備し、透明性を高め、人材

育成・開発も含めてハード面とソフト面両方を強

化していった経緯を持つ一方、香港は金融市場に

対して「自由放任」政策のもとで自然発生的に発

展した経緯があります。 

 

 

 

 

 

 

海外拠点ニュース               

国際金融センターとしてのシンガポール            

株式会社中国銀行 シンガポール支店 

＜GFCIの推移＞
順位 2023年9月 2020年9月 2017年9月 2014年9月

1 ニューヨーク ニューヨーク ロンドン ニューヨーク

2 ロンドン ロンドン ニューヨーク ロンドン

3 シンガポール 上海 香港 香港

4 香港 東京 シンガポール シンガポール

5 サンフランシスコ 香港 東京 サンフランシスコ

6 ロサンゼルス シンガポール 上海 東京

7 上海 北京 トロント チューリッヒ

20 東京
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外国為替取引額の地域別シェア 順位、地域、シェア（％）

1 イギリス 38.1 1 イギリス 40.9 1 イギリス 31.3

2 アメリカ 19.4 2 アメリカ 18.9 2 アメリカ 19.2

3 シンガポール 9.4 3 シンガポール 5.7 3 日本 8.3

4 香港 7.1 4 日本 4.1 4 シンガポール 5.2

5 日本 4.4 5 香港 5.6 5 ドイツ 4.9

6 スイス 3.6 6 スイス 3.2 6 香港 4.2

＜図 １＞

2022年 2013年 2004年

３．国際金融センターとしてのデータ比較 

（１） 外国為替市場 

上位 5 市場で全体の 8 割近くを占めています。

シンガポールや香港は 2000 年代初頭より電子取

引の高度化を通じて機関投資家等による先進国通

貨の取引を取り込むことで、アジア通貨取引を拡

大させた背景があります。 

 

（２） 店頭デリバティブ市場   

※2004年データではシンガポールは集計対象である 10位未満 

外国為替市場よりも顕著に偏りがあり、上位 2

市場で全体の 7 割を超えます。シンガポールや香

港は 2010 年代から開始された国際的な店頭デリ

バティブ規制に対して、欧州等と同等に域内の規

制対応環境を整備したことが追い風となり、シェ

アを一定程度拡大することができました。 

 

（３） 証券取引市場 

市場インフラである「取引所」規模において、

世界的企業が多く上場する欧米の取引所と比較す

るとシンガポールは他の証券取引所に見劣りしま

す。シンガポール証券取引所は国内企業よりも、

ASEAN 諸国やインド、中国などの外国企業の上場

が多いことが特徴であり、これらの企業の成長が

同取引所の発展につながります。 

 

４．おわりに 

今回はシンガポールの国際金融センターとして

の側面を、香港との共通点や、市場データをとお

して紹介しました。また同時に日本の金融市場と

の比較もご覧になれたと思います。 

国土が小さくリソースも限られているシンガポ

ールが、どのようにして経済発展させ、グローバ

ルな金融センターの地位を確立していったかとい

うことは、とても興味深いところです。シンガポ

ールには、我が国の金融市場の再発展の手掛かり

や世界の金融市場の潮流のヒントが潜在すると期

待できるため、今後も現地での情報収集に励みた

いと思います。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 1，図 2＞ 

出所：日本銀行「外国為替およびデリバティブに関する中央銀行

サーベイ」 

＜図 3＞ 

出所：Reinforz Insight 

 

シンガポール支店 

所在地： 

16 Collyer Quay, #24-01/02 ,  

Singapore 049318 

TEL： +65-6536-7757  

店頭デリバティブ取引額の地域別シェア 順位、地域、シェア（％）

1 イギリス 45.5 1 イギリス 48.9 1 イギリス 42.6

2 アメリカ 29.3 2 アメリカ 22.8 2 アメリカ 23.5

3 香港 5.6 3 フランス 7.3 3 フランス 10.2

4 ドイツ 4.7 4 ドイツ 3.7 4 ドイツ 3.0

5 フランス 3.5 5 日本 2.4 5 イタリア 2.7

6 シンガポール 2.7 8 シンガポール 1.3 6 日本 2.6

9 日本 0.9

＜図 2＞

2004年2022年 2013年

証券取引市場規模の比較
時価総額

(億円)

CMEグループ

（上場デリバティブ・商品取引を扱う）

インターコンチネンタル取引所

（ニューヨーク証券取引所が傘下）

3 ロンドン証券取引所 イギリス 2022年12月 76,210

4 香港証券取引所 香港 2022年12月 61,024

5 ドイツ証券取引所 ドイツ 2022年12月 41,551

10 日本証券取引所グループ 日本 2023年3月 12,282

13 シンガポール証券取引所 シンガポール 2022年6月 9,765

＜図 3＞

順位 取引所 所在国 決算

1 アメリカ 2022年12月 86,543

2 アメリカ 2022年12月 84,071
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今回はインド、マレーシア、ミャンマーの最新

情報をお届けいたします。 

ぜひご一読ください。 

～インド～ 

■ ねじ・ボルトに関しての輸入規制に関して 

インド商工省外国貿易部は、1月 3日付で、安

価なねじやボルトなどの輸入に対する規制の強化

を発表しました。(Notification No. 55/2023) 

 規制対象の品目は規制の対象品目は、HSコード

7318番台（73181110、73181190、73181200、73181300、

73181400、73181500、73181900）のねじやねじの

加工品となります。 

 これまで同品目の輸入規制はなく当該政令によ

り輸入禁止品目になりました。これは国内の輸出

額の向上・製造業の振興を図ってのことであると

考えられます。 

 また商工省・通商情報統計局によると、2022年

の主要品目別輸出を見ると、機械・器具が全体の

3位であり、製造分野では 1 位となっています。 

 このことからも今後、製造業の分野での製造・

生産がより発展していくことが予想されます。 

 

■ 出向者給与の立替精算に関する最新動向 

間接税中央委員会（CBIC）は、2023年 12月 13

日付で[Instruction No. 05/2023-GST]を発行しま

した。 

この通知の中で CBICは、すべての外国企業との

出向取引において、Northern Operating Systems 

Pvt. Ltd. の最高裁判決[CA No.2289-2293/2021]

単一の事例をそのまま適用することはできないと

しました。 

具体的には、最高裁判所は、単一の事例のみに

依存するのではなく、各具体的な取引における独

自の特性に基づいた緻密な検討をすることや、外

国企業とインド企業との間の契約条件など、個別

の事実関係を慎重に検討する必要があるとしてい

ます。 

2022 年 5 月に行われた Northern Operations 

Systems Pvt. Ltd. の最高裁判所の裁判では、海

外企業による従業員の出向はインド企業に対して

提供される役務提供サービス (manpower supply) 

に該当し、リバース・チャージ・メカニズムに基

づいてサービス税を支払う必要があるとの判決が

下されました。以降、インドにおける外資系企業

に対して Show cause notice（情報開示を求める

通知）が発行されています。 

それだけでなく、Northern Operating Systems 

Pvt. Ltd. の最高裁判決の事例のみを頼りに、各

事件を深く捜査することなく通知を出すなどの問

題があったことも、今回の通知が発行される要因

となりました。 

本件については曖昧な点が多いため、該当する

日系企業の方は今後の動向に注視していただきた

いと思います。 

 

～マレーシア～ 

■オンラインで輸入販売される低額商品への売上

税課税について 

税関局は 12月 16日、オンラインで販売され輸

入される低額商品（LVG：Low Value Goods）に対

し 2024年 1月 1日から売上税 10％を課すと発表

しました。 

同法は 2023年 1月 1日の施行予定でしたが延期

が続き、1年の延期の末の施行となります。 

税は本体価格にのみ課され、配送料や保険料は対

象外です。 

例）ECサイトで 200リンギットの商品を購入し、

配送料が 10リンギットの場合、現行の合計価格は

210 リンギットだが、1月 1 日以降は本体価格の

10％である 20リンギットが売上税として課され

新興国ニュース            

第８２回 海外最新ビジネス情報 

株式会社東京コンサルティングファーム 
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るため、配送料を含む合計は 230リンギットとな

る。 

税関の発表によると、LVGの販売額が年間 50万

リンギを超える者については、マレーシア国民・

外国人ともに「登録販売者（RS）」として税関に届

け出を行う必要があります。 

販売者とは、「マレーシアの内外を問わず、オン

ラインマーケットプレイスで LVGを販売するか、

LVG の販売と購入のためにオンラインマーケット

プレイスを運営する者」と定義されています。税

関が 2023年 1月 9日に発行した LVGの売上税に関

するガイドによれば、オンラインマーケットプレ

イスとしては具体的に、ウェブサイト、インター

ネットポータルまたはゲートウェイ、配信プラッ

トフォーム、またはその他の電子インターフェー

スを介して運営されるマーケットプレイスが該当

します。支払い処理業者/支払いゲートウェイまた

はインターネットサービスプロバイダーは含まれ

ません。 

現行制度上、国産品は 500 リンギ以下でも売上

税の課税対象のため、国内外で課税慣行に差異が

生じていました。改正法案が提出された際、財務

省は、オーストラリアやニュージーランドなど他

国でも、物品サービス税や付加価値税のかたちで

少額輸入貨物に課税されていると説明、今回の施

行により、年間 2億リンギの税収増が期待できる

としています。 

 

～ミャンマー～ 

■ミャンマーLabor Cardの登録料・延長料・ペナ

ルティー、米ドルで徴収へ 

ミャンマー労働省（Ministry of Labor）の 2023

年 12月 21日の通達により、ミャンマーで投資認

可を得て活動する企業、いわゆる MIC企業、また

は経済特区 SEZで活動する企業、いわゆる SEZ企

業に雇用される「労働者」の形で赴任する外国人

が、労働者登録証（Labor Card）を登録／延長す

る際に支払われるべき手数料、およびそれぞれの

手続きに遅延した場合に請求される罰金について、

2024年 1月 1日以降は米ドルで徴収されることに

なりました。 

MIC企業・SEZ企業で働く「労働者」の定義は広

く、肉体労働であるか否かを問わず、いわゆる管

理職の人間として赴任する以外のすべての場合、

「労働者」として扱われる点、注意が必要です。 

金額としては、従前に登録・延長の申請料が、

半年で MMK55,000、１年で MMK110,000であり、遅

延した場合の罰金はひと月当たり MMK1,000とい

う金額でした。そこから、登録・延長の申請料、

罰金のいずれもひと月あたり USD10.00という金

額で徴収されることとなり、半年分の Labor Card

であれば USD60.00、一年分の Labor Cardであれ

ば USD120.00が申請料として求められ、延長手続

きの申請が期限から１日でも遅れれば、USD10.00

が罰金として科せられることになります。現状の

一般為替レートで換算すると、実に 30倍以上に引

き上げられることとなりました。 

MIC企業の場合、Labor Cardの更新に先立って、

通常 Stay Permitの取得が必要で、そのために担

当省庁からの認可 Recommendation Letter を取得

する必要があるのですが、クーデター以降、この

Recommendation Letterの取得に不要に時間がか

かるケースが増加しており、期限内に Labor Card

の更新申請ができないケースが後を絶ちません。 

国の外貨獲得のために、少しでも米ドルでの手数

料支払いをさせようという意図で制定されたルー

ルですが、ドル現金を不要に支払わされる結果に

ならぬよう、より一層余裕を持った申請の開始が

求められそうです。 

以上 
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株式会社東京コンサルティングファーム 

インド・中国・香港・ASEAN・中東・アフリカ・

ラテンアメリカなど世界 27か国に拠点を有し、

各国への進出や進出後の事業運営についてトー

タルサポートを行っている 

また、新興国投資に対応したデータベース

「Wiki-Investment」を提供し、30 カ国の投資

環境や会社法、税務、労務、M&A実務といった

内容を掲載 

（URL http://wiki-investment.com/） 

 

さらに「海外投資の赤本」シリーズとして、

インド・中国・東南アジア各国・メキシコ・ブ

ラジルなどの投資環境、拠点設立、M&A、会社法、

会計税務、人事労務などの情報を網羅的かつ分

かりやすく解説した書籍を出版している 

 

問合先： f-info@tokyoconsultinggroup.com 

http://wiki-investment.com/
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Asia Alliance Partner Co.,Ltd. （AAP）の弁護士の

萩野です。今回は AAPより「タイ法務よもやま話」

というタイトルで、タイの法律に関する話をやわ

らかく、でも少しマニアックにお伝えさせていた

だければと思います。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

 

▶  “Certificate ”ください！ 

最近、ある案件でいろいろな資料について、タ

イ人スタッフから「会社代表者に certificate（証

明）の署名をしていただきたい。それも全てのペ

ージに。」と言われ、これをクライアントに伝え

る必要がありました。ただ、これ、法的に厳密に

考えたら、いろいろ疑問が出てきてしまう話なん

です。 

で、自分で得心できない以上は、お客様にもき

っちり説明できないので、何度もローカルスタッ

フに説明を求めた結果、メールが何往復する結果

となってしまいました。 

それにしても、これ、タイ人スタッフにとって

も迷惑な話です。だって、タイ人にとって当たり

前の感覚が理解されないわけですから。さぞかし

このコン・イープンはアホやなぁ、と内心思って

いたことでしょう。 

 

▶ タイにおける certification とは？ 

こんなやりとりをしている中で、そういえば自

分自身に関する何かの手続で、パスポートコピー

の下の余白にサインを求められたなあ、というこ

とを思い出しました。そして、これこそが、「確

かにこれがコピーであること」を証するための

certification だったのです。つまるところ、ここで

いう certification とは、ごく簡単に言えば「サイン

すること」と言い換えてもよいと思います。 

ただ、タイにおいては、コピーや私文書に限ら

ず、更に進んで、自らが公的機関から受領した書

類の原本についても、ページごとに本人（会社な

らば代表者）が署名（場合によっては押印も）を

することにより certificate する、というのが多く

行われているようであり、この点が日本における

感覚とは異なる点があるようです。 

なお、タイでは、署名には青インクのボールペ

ン等が使用されることが多いです。これは、ネッ

トで調べたところ、コピーと区別するためのよう

で、日本以外の外国では割と広く行われているよ

うですね。 

 

▶ 公証・認証してくれ、と言われたとき

は？ 

さて、場合によっては、タイの役所に出す文書

について「日本で公証（notarization）・認証

（legalization）をしてくれ」と要求される場合が

あります。この場合には、どうすればよいのでし

ょうか？ 

ここで、「公証」とは、日本の公証役場で公証

人が行う公証をいいます。ところが、ここからが

少し難しくなるのですが、実は、公証人は、記載

事項全部証明書（会社登記簿謄本）のような公的

文書については公証しません。というのも公的文

書は、公証人の公証を経なくても公的に証明され

ていると考えるからです。 

そのため、この場合に公証人が公証する対象は、

実は、公的文書を上記のようにして certificate し 

たり、添付した翻訳の正しさを別途書面で宣誓

（declaration）したりした際になされた代表者の

署名押印だったりするに過ぎないのです。なので、

仮に「登記簿謄本を公証してくれ」と言われたと 

タイ法務よもやま話 

【タイにおける文書の証明手段あれこ

れ】 

Asia Alliance Partner Co.,Ltd.(AAP)(マイツ

グループ中国・アジア進出支援機構メンバー） 

萩野 敦司（日本国弁護士） 
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しても、実際にはそこに何らかの形で存在する代

表者の署名押印の公証を意味し、かつ、タイでは 

それで足りる、ということになります（とりあえ

ず公証されていればタイ的にはOKというのが実際

のところなのかもしれません。）。 

 

なお、北海道（札幌法務局管区内）東京都、神

奈川県、静岡県、愛知県、大阪府及び福岡県の公

証役場では、希望により、公証人の署名に対する

法務局長の証明に加え、更に外務省による公印確

認までワンストップで対応可能です。外国で使用

する文書は、通常そこまで行っておいた方が安全

と考えます。 

 

そして、タイ側からは、外務省の公印確認まで

経た文書を更にタイ大使館（又は総領事館）で認

証（legalization）を受けるよう要求されることも

あります。その場合には、タイ大使館（総領事館）

に出頭して認証手続を行うことになります。タイ

の場合には、綴じられた上記文書の最終ページ裏

側に認証印及びサイン等がなされます。 

 

▶ やってみなきゃわからない。 

このような手続（特に公証・認証）は、このよ

うに文字にしてみたところで、おそらくイメージ

しにくいことでしょう。これだけは、やってみな

いと分からないところがあります。かくいう私も、

以前は秘書に任せていたので理解が十分に及んで

いませんでしたが、最近自分でも経験しよう 

と思って自ら公証・認証をやってみて初めてこう

いうものかと理解できたくらいですから…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia Alliance Partner Co.,Ltd. 

（マイツグループ中国・アジア進出支援機構メン

バー） 

Asia Alliance Partner は 2004 年タイにて設立以

降、既進出日系企業や新規進出企業向けに進出前

のご相談対応から、進出手続代行、進出後の日々

の会計税務法務支援、年次法定監査までワンスト

ップでサービス提供しており、在タイ日系企業向

けコンサルティング会社としては最大規模で運営

しております。 

 

－お問い合わせ先― 

Asia Alliance Partner Co.,Ltd. 

【所在地】 

1 Vasu 1 Building 12 Floor, Soi Sukhumvit 25, 

Sukhumvit Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 

10110 

【Mail】info@aapth.com  

【URL】http://www.aapth.com 

mailto:info@aapth.com
http://www.aapth.com/
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世界 4位の人口を有するインドネシア。そんなイン

ドネシアの平均年齢は日本よりも 18 歳ほど若く、平

均寿命は約 13 歳近く短いです。日本ではよっぽどの

都市部でない限り、街を歩いているとお年寄りを見か

けることが多いかと思います。一方のインドネシアの

街中では、血気盛んな若者が溢れんばかりに存在して

いることを、身を持って体験することができます。た

だし、近年では急激な経済発展をもとに少しずつ状況

が変わってきてもいます。本稿ではインドネシアの平

均年齢と平均寿命から見える国の変化について触れ

てみたいと思います。 

 

インドネシアと日本の平均年齢 

2023 年の平均年齢を比較すると、インドネシアは

29.9 歳、日本は 47.9 歳。18 歳もの開きがあります。

首都ジャカルタにいても驚くのは、コンビニやスーパ

ーの店員さんも、マンションやオフィスビルの清掃員

さんも、ほとんどが若者だということです。このよう

に「若い国」であるインドネシアは、現在もなお人口

が増えている最中ですが、人口上昇率は鈍っています。

平均年齢も少しずつ上昇しており、2050 年には 30 歳

代後半になると予想されています。それでも現在の日

本に比べてまだまだ若いと言えます。 

 

インドネシアと日本の平均寿命 

次に、平均寿命を比較してみます。2023年のインド

ネシアの平均寿命は 71.1 歳でした。男性は 69.0 歳、

女性は 73.3 歳です。国別ランキングでは例年 110 位

～120 位ほどと先進各国には及びませんが、毎年着実

に延びてきています。一方の日本は 84.07歳で、少子

高齢化と比例するように年々伸びており、世界ランキ

ング 1位となっているこの平均寿命は、医療水準の高

さなども原因の一つとして考えられます。 

 

平均寿命の向上は、国の健康状態と医療インフラの向

上を示しています。高齢者の寿命延長は、健康で経済

的に安定した人口の形成を意味し、これが持続可能な

経済発展への道を開く要素となっています。医療技術

の進歩や健康意識の向上により、国民の生活水準が向

上し、生産的な労働年齢層の維持が可能となっていま

す。 

 

国が抱える長寿国への課題 

しかし、インドネシアにはこの点において問題点が

多く、国としての大きな課題と言えるでしょう。例え

ばインドネシアには、2014 年に運用が始まった BPJS

と呼ばれる国民健康保険制度があります。原則強制加

入の保険でありながら、2022年時点での加入率は 86％。

制度運用開始時の約 52％と比べれば改善しているも

のの、国民の 14％が未加入であることに加え、保険料

滞納などで実際は制度を利用していないノンアクテ

ィブな加入者が 20％程度いることが問題視されてい

ます。よほどのことがない限り病院には行かないとい

う人が一定数いることを暗示しており、平均寿命にも

影響していることでしょう。また、医療の質は日本に

比べると低いのが現状です。象徴的なのが、テレビで

時々目にする「大物政治家が大病を患ってシンガポー

ルの病院へ転院する」というニュース。実際にインド

ネシアの病院に行くと、素人目でも心配になるような

治療方法や古い機器を目の当たりにすることがあり

ます。ハード面でもソフト面でも、インドネシアの医

療には頼りなさを感じる人が多いのは事実です。 

 

BPJS とは 

上記で述べた BPJSは、6か月以上就業する外国人も

加入義務があります。したがって、インドネシアに進

出する企業は従業員を保険に加入させ、保険料の一部

を負担します。インドネシアという国にとって重要で

あることはもちろん、インドネシアに進出する企業に

とっても当たり前かつ重要な事項の一つです。インド

ネシアの社会保障制度は SJSN（Sistem Jaminan Sosial 

Nasional）といいます。医療保険と労働者社会保障の 

【インドネシアの人口構造と経済発展：健

康を保証する BPJS とは】 

PT. BridgeNote Indonesia（マイツグループ）   

榮 颯馬氏 
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2つに分かれており、それぞれ BPJS Kesehatan（クセ

ハタン）、BPJS Ketenagakerjaan（クトゥナガクルジ

ャアン）という機関が運用しています。 

 

BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan は国民皆保険として 2014 年にスタ

ートしました。賃金労働者の場合、加入者 1名の掛け

金で、本人、配偶者、21歳未満（公的な教育を受けて

いる場合は 25 歳未満）の家族 3 名までの合計 5 名ま

でが給付対象となります。4 人目以降の子供や両親、

義両親などを含めたい場合は、月給の 1％分の保険料

を追加で納めます。夫婦共働きの場合は、それぞれが

BPJSに加入する必要があります。 

 

BPJS Kesehatan の保険料と企業負担率 

保険料は月給の 5％で、4％を雇用主が、1％を被保

険者が負担します。この場合の月給とは、各従業員の

基本給に毎月定額で支給される手当などを上乗せし

た金額です。保険料の算定にあたっては、月 1,200万

ルピア（配偶者＋子 1名の場合の非課税所得額の 2倍）

が算定上限、県・市の最低賃金が算定下限となります。

つまり、月給が 1,200万ルピア以上の従業員の保険料

は、月給 1,200万ルピアとして決定されます。 

※自営業者、投資家などの非賃金労働者は負担率が異

なります。 

 

BPJS Ketenagakerjaan 

もう一方の労働者社会保障制度にあたる BPJS 

Ketenagakerjaan は、2015年 7月にスタートしたもの

で、労災補償、死亡保障、老齢保障、年金保障の 4つ

から構成されます。医療保険と同じく 6か月以上イン

ドネシアで働く外国人も加入対象ですが、年金保障だ

けは、外国人の加入義務はありません。 

 

まとめ 

本稿で述べたようにインドネシアという国には、国

の健康面から見た際にも課題はまだまだ山積みだと

言える。しかし、それが国としての成長を期待できる 

 

将来性でもあり、日本が失いつつある、若くアグレッ

シブな潜在能力にも通じているのではないでしょう

か。BPJSなどの社会保険制度も日本と比べると使い勝

手が悪くまだまだ改善の余地はありますが、日本から

出向する従業員にとって安心材料の一部になること

は間違いありません。また不完全だからこそ、年々税

務や保証制度においてアップデートが反映されるの

も事実です。若いヒトが活発に活動を続けるこの国は、

日本企業にとって事業を活発化させる要因となり得

るでしょう。 

 

 

 

 

◆Bridge Noteのご案内◆ 

会社名： 

PT. Bridge Note Indonesia （マイツグループ） 

President : 古賀 晶子 

住所： 

Menara Ahugrah Lantai 15, Kantor Taman E.3.3  

Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Jakarta Selatan 

12950 

Eメール：go-kato@bn-asia.com 

 

事業内容: 

各種コンサルティング業務(会計・税務・法務・

労務)/多言語会計システム(Bridge Note)の販

売/ビザ申請手続き/会社設立/移転価格/ディー

デリジェンス/連結パッケージ作成 

 

インドネシアで日系企業を中心に 150社ほど導

入いただいている「Bridge Note」は、入力が平

易な多言語のクラウド会計システムです。会計

業務のコスト低減、業務効率化、不正防止をお

考え方はぜひご連絡下さい！システムの導入が

でき、かつ、貴社の月次会計報酬の値段が下が

ります！ 

mailto:go-kato@bn-asia.com
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＜ポイント＞ 

•製造およびサービス部門における自動化機器の加速

度償却 

•合計 200％の控除・破格なインセンティブ！ 

 

＜製造およびサービス部門における自動化機

器の加速度償却＞ 

Ｎ子：加藤さん、本日も 2024バジェットのご解説を

お願い致します。 

加藤：はい。今回は、製造およびサービス部門におけ

る自動化機器の加速度償却についてお話させて頂き

ます。 

N子：宜しくお願い致します。 

加藤：はい。これは、以前にもお話したことがあるの

ですが。 

N子：そうですね。覚えています。とても良いインセ

ンティブなんですよね？ 

加藤：そうです、そうです。良く覚えてますね。 

N子：ありがとうございます。 

加藤：これは、メーカーさんやサービス部門にとって、

とても良いインセンティブで、自動化機器を購入した

際、即時 100％償却出来るだけでなく、更に追加で

100％の控除ができるというものなんです(但し、法定

所得の 70％が限度)。 

Ｎ子：条件に見合う 10万リンギの自動化機器を購入

した場合、合計で、取得原価の倍の 20万リンギ控除

できるんですね？ 

加藤：そういう意味です。 

Ｎ子：そのインセンティブが延期とかされるんです

か？ 

加藤：範囲が広がるんです。 

Ｎ子：良いですね。 

 

加藤：はい。とは言っても、そんなに多くの日系企業

の皆さんに関係しないかも知れません。プランテーシ

ョン商品省(KPK)の下のコモディティセクターが含ま

れることになりました。 

Ｎ子：なるほど。確かに、日系企業にどれ程の影響が

あるのか。。ただ、外国人ワーカーに依存している分

野ですから、農業の生産性を上げるためにも良い政策

だと思います。 

加藤：そうですね。内容をおさらいすると、従来は 2

つのカテゴリーがあり、カテゴリー 1: 労働集約型産

業 (ゴム、プラスチック、木材、繊維製品)について

は、適格資本支出に対して 100% の ACA（RM4Milが上

限）と同額の控除（合計 200％の控除）が、そしてカ

テゴリ 2: その他の産業 (サービス部門を含む)につ

いては適格資本支出に対して 100% の ACA（RM2Milが

上限）と同額の控除（合計 200％の控除）が認められ

ていました。 

Ｎ子：はい。 

加藤：で、2023年度税制改正において、新たにインダ

ストリー 4.0 の要素及び農業セクターが含まれるこ

とになり、かつ、資本的支出の上限が RM10Milに引き

上げられました。 

Ｎ子：なるほど。現在はカテゴリーに関係なく 10Ｍｉ

ｌまで認められるんですね。 

加藤：その通りです。従来分については、MIDA およ

び農業食品産業省が 2027 年 12 月 31 日までに受

理した申請書が対象（以前は 2023年末が期限だった

が、2023年度予算にて延長された）で、今回追加され

た分については、2023年 10 月 14日から 2027年 12月

31 日までに KPKが受領した申請が対象となります。 

Ｎ子：なるほど。 

加藤：あと、注意点としては、当該インセンティブを

クレームした年度においては、ＲＡ（再投資控除）は

クレーム出来ません。 

N 子：はい。 

加藤：更に、監査人や SIRIM による認証も必要になり

ます。 

N 子：はい。 

製造およびサービス部門における自動化

機器の加速度償却＜マレーシア＞ 

Kato Business Advisory Managing Director（マイ

ツグループ中国・アジア進出支援機構メンバー） 

日本国公認会計士 加藤 芳之氏 



 

 

CHUGIN GLOBAL NEWS 
PAGE - 12 

 

加藤：あと、操業開始から 36ヶ月超経過しているこ

とが条件となります。 

Ｎ子：なるほど。良く分かりました。 

 

NNA 隔週記事（出所：NNA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kato Business Advisory（マイツグループ中国・ア

ジア進出支援機構メンバー） 

マレーシアに 1997 年から駐在し、マレーシア進出

の日系企業に対し 20 年以上、会計・税務、経営面

をサポートしています。2020 年に独立し、現在の

KATO BUSINESS ADVISORYを設立。日系企業の現地進

出支援を展開している会計系コンサルティング会

社です。 

【代表者】加藤 芳之 

【社員数】9名（2020年 11月 時点） 

【有資格者】6名 

【支援業務内容】 

マレーシア進出支援：設立、設立後の会計・監査・

税務、経営支援 

設立前のご相談から設立支援、設立後の会計・監

査・税務、経営支援まで幅広くサポートさせて頂

きます。 

国際税務支援：移転価格対策等 

移転価格対策等、海外展開している日系企業が抱

える税務リスクをトータルにサポートさせて頂

きます。 

間接税支援 

マレーシア特有のセールス・サービス税や不動産

譲渡益税等につき、長年の実績をベースにサポー

トさせて頂きます。 

M&A支援：バイサイド、セルサイド、財務 DD対応 

 会計事務所系コンサルティング会社だからこそ

できるサービスを提供させて頂きます。 

 

－お問い合わせ先－ 

KATO BUSINESS ADVISORY SDN BHD  

N-6-10, The Gamuda Biz Suites, No.12, Persiaran 

Anggerik Vanilla, Kota Kemuning, 40460 Shah 

Alam, Selangor, Malaysia 

Kato@kato.com.my 

携帯：＋60-12-371-0369 

mailto:Kato@kato.com.my
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春節を迎えた香港、2月 11日（初二）にはビクトリ

アハーバーで 23,888 発もの花火が打ち上がり、盛大

に新年の幕開けを祝福しました。当日は天気も良く、

風も霧も無く天候に恵まれたので、多くの人がビクト

リアハーバー沿いで花火を鑑賞しました。 

 

春節の季節になると、街のあちこちでお正月飾りの

花や赤色の装飾を見ることができ、香港全体が活気に

満ち溢れます。香港では、赤は悪い気を追い払う力が

あると言われています。新たな一年に人々が願うこと

はやはり第一に健康、財運、そして家庭円満です。 

 

今年の干支は辰年、広東語では「龍年」です。十二

支のうち龍は最も権威がある存在で、ポジティブさ、

行動力を意味しています。甲辰となる 2024 年の運勢

について、香港の風水師たちが各紙で占ったところに

よると、2024年の縁起はおおむね吉、幸福や成功を意

味する年になると出ているようです。新暦では 1 月 1

日が 2024年の始まりですが、旧暦では 2月 10日が元

旦となるため、辰年の力が動き始めるのはこの日から

と考えられています。 

 

春節には賑やかな家族団欒が欠かせません。香港は

もちろん、台湾、中国本土、世界中で活躍する華僑、

華人など中華圏にルーツのある人々は皆そろって、家

族をとても大切にしています。春節はもちろん、普段

からも家族をとても大事にしています。香港では、ご

存じのように週末は家族そろって飲茶へ行くのが定

番ですが、小さな子どもたちはもちろん、学生になっ

ても、社会人になって自分の時間が増えても、祖父母

や親兄弟と過ごす飲茶の時間には皆、必ず集まります。

休日の遅い朝ごはんとして、昼前に皆と飲茶をした後、

それぞれ自分の用事に出掛けて行くのです。その他、

家族の誰かが誕生日であっても、やはり皆で集まって

食事をします。その誕生日の主役は子どもに限らず、

大人や高齢者の誕生日であってもやはり同じように

集まってお祝いをします。香港内なら 1時間もあれば

集まることができる地理的な利便性もありますが、や

はり香港人の意識の中で家族の優先順位が高いこと

が伺えます。そして兄弟姉妹や親戚からの紹介で知り

合った友人や仕事のパートナーなどの人脈も、血縁同

士の信頼関係が根底にあるため、やはり強い繋がりが

できます。香港人家族の特徴として親戚の中に必ずと

いっていいほど海外に住んでいる人がおり、海外に身

寄りがあることはその親戚一同にとっては留学や移

民を考える上でひとつの拠り所となります。家族や親

戚同士では、困ったことはお互いに助けあうのが当然、

できることは喜んで助け、逆に助けてもらうこともあ

ります。それに比べれば日本の家族の支え合いとはせ

いぜい親子間で、あまり親戚にまで頼ることは少ない

というのが文化です。日本の習慣から考えると、頼り

頼られる関係は少し負担に感じるかもしれませんが、

香港ではそれが当たり前なので、お互いに余計な気を

使うことはなく、むしろ頼り合うことで信頼関係を築

いているとさえ言えます。 

 

こういった香港人の人間関係を自然に理解するに

は、香港映画がお勧めです。日常生活を描いた香港映

画を通して、香港での人と人の距離感が自然と理解で

きるようになるでしょう。お正月の期間は新しい映画

が上映されるシーズンでもあるので、この時期、映画

館に足を運んでみてはいかがでしょう。 

 

香港映画といってもアクション映画、コメディ映画、

ヒューマンドラマなど色々ありますが、どの映画でも

欠かせないのが食事のシーンです。香港映画は他の国

の映画に比べると食事をしながら会話をしているシ

ーンが多く、食事中の光景として、相手の白ご飯の上

におかずをのせるという行動があります。これは相手

に対する思いやり、愛情、優しさの表現です。日本人

はいくら親しくても他人の白ご飯の上に勝手におか

ずを乗せることはありませんが、香港では実際におか 

〈2024 年春節〉        

香港マイツビジネスコンサルティング 
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ずを他人に取り分けてあげることはごく自然に見ら

れます。そして家族の絆と同じくらい、子弟の絆など

も強く描かれています。 

 

日本の香港映画祭などでも上映された、人気の香港

映画をご紹介します。どれも話題になったものばかり

なので是非チェックしてみて下さいね。 

 

「緣路⼭旮旯」（邦題：縁路はるばる）2021年 

いわゆるオタク系男子の主人公に突然のモテ期が

到来し、5 人の女性と知り合います。どの子も香港の

僻地に住んでいて、香港にいながら遠路はるばる旅し

ながら会いに行くことに。 

 

「燈火闌珊」（邦題：消えゆく燈火）2022年 

ネオンサインが徐々に失われつつある香港を舞台に、

ネオン職人だった亡き夫が残した最後のネオンを完

成させようとする妻を描いたヒューマンドラマ。 

 

「白日青春」（邦題：生きてこそ）2022年 

孤独なタクシー運転手とパキスタンからやってきた

難民の少年の心の交流を描いた心温まるドラマ。 

 

「過時・過節」（邦題：香港ファミリー）2022年 

傷害事件スレスレの家族内トラブルをきっかけに、家

庭崩壊が始まった香港の中流家庭。重いテーマを描き

つつも心地よいテンポで見られる香港の今を映し出

す作品です。 

 

 

 

  

香港マイツビジネスコンサルティング 

会社概要： 

香港、華南地区進出の日系企業向けに会計税務、

人事労務を中心に法人経営に関わる専門サービ

スをワンストップで提供しています。 

上海を中心として中国各省にも拠点を有してお

り、各拠点と連携した包括的なサービス提供が可

能。 

－お問い合わせ先－ 

事務所所在地 

Room 1005, 10/F Tower 2 Silvercord, 

30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,  

Hong Kong 

Tel：+852-2959-1320 

E-mail ：cs@myts.com.hk 

URL    ：http://www.myts.co.jp 

mailto:cs@myts.com.hk
mailto:cs@myts.com.hk
http://www.myts.co.jp/
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2023 年 12 月 29 日付け改正「会社法」（以下“本改

正法”と表記）が公布1 されました。既往 JP マイツ通

信の通り、前回の会社法（2018年）改正とは異なり各

草案段階から大幅な改正内容が公表され2 、本改正法

では、新たな機関設計の提示だけでなく、出資義務の

履行の厳格化、株主や董事、高級管理職等の個人を含

む賠償責任等を含め、会社のガバナンスのみならず、

個人にまで影響を及ぼし得る条項も多く見受けられ

ます。 

本改正法は、現行法の 13章（218条）3 から 2章が

追加され 15章（266条）との構成の下、改正内容が多

岐に亘る為、本稿では有限責任会社を前提に、出資義

務、機関設計、株主や個人の責任等に絞り、説明しま

す。 

 

1.出資義務 

本改正法の特徴の一つとして、株主に対して“出資

義務の履行”を強く求めています。背景として、従前

の 2013 年改正会社法により、登録資本金の払込期限

（有限責任公司では 2年以内に全額払込等）にかかる

条項が撤廃された結果、特に内資企業を中心に、登録

資本金のみを大きく設定し、払込資本が充実しない等 

 

の弊害を是正する為に、出資義務や虚偽出資違反に対

する厳格化や罰則強化等が規定されました。 

 

この為、本改正法では、有限責任公司の会社設立時

の払込期限を 5年以内と規定（第 47条）し、再度 2013

年以前の建付けに回帰しています。これに伴い、5 年

超の払込期間を有する設立済の企業に対しては、原則、

本改正法の期限内（すなわち 5年以内）に徐々に調整

しなければならない（第 266 条）等が規定され、当該

期限内での出資払込み若しくは減資等の手続きが求

められており、注意を要します。 

 

また、もし期限に資本金を払込まなければ、催告書

（払込みの猶予期間を設定可能）の発出、猶予期間の

満了、董事会の決議を経て、会社は持分権喪失通知を

発出し、出資者の持分権が喪失します。更に持分権を

喪失した 6か月以内に、当該持分権の譲渡、減資をし

ない場合、他の出資者が出資比率に応じ出資金額を支

払うとの要求もあります（以上、第 52 条等）。従い、

もし日本側が出資金を全額払込済でも、合弁パートナ

ーが期限通りに払込まず、当該喪失持分権を放置すれ

ば、日本側に払込等の責任が生じる形となります。 

更に、出資義務の違反行為に対して、下述 3の通り、

株主と有責の個人にまで罰則が科されています。 

 

 

 

 

 

 

2024 年 7月施行、中国の改正会社法の解説  

～出資義務の強化と払込期限の設定、機関設

計の変更、株主や個人の賠償責任など、現地

法人ガバナンスに大きな影響あり～ 

株式会社マイツ 

国際事業部 中国室室長 

米国公認会計士 古谷 純子氏 

現行（改正前） 改正後-A（既往と同じ）

株主会
/株主

董事会

/執行董事

総経理
監督

株主会
/株主

董事会

/執行董事

総経理 監督

株主会
/株主

董事会

総経理

監査委員会

改正後-B（監査委員会設置）

監督

監督

監事会
/監事

改正後は
A、B

共にOK
監事会
/監事

監督監督
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2. 機関設計 

次に機関設計も改変しており、一例として監査委員

会の設置など、ガバナンスに柔軟性を持たせました。

下表の通り、本改正法では“定款の定めに従い、董事

会内に董事から構成される監査委員会を設置し、監事

会の職権を行使する場合、監事会或いは監事を設置し

ないことができる”（第 69条）とし、草案過程で加重

/削除が繰り返された“監査委員会は董事により構成

される”条項が最終的に盛込まれました。更に、“規

模が比較的小さく、又は株主の人数が比較的少ない有

責任会社は、株主の全体一致による同意を経て、監事

を設置しないこともできる”（第 83条）との条項も設

けられました。 

従い、これまでと同様に、監事が独立して董事や総

経理等を監督するとのガバナンス体制の維持も、或い

は、監督者の独立性では劣るものの監査委員会を董事

会に内包して董事が監査委員を兼任する、若しくは要

件に合致すれば監事を設置しない、との機関設計の簡

素化も許容され、会社の経営規模や管理・運営状況、

人的資源等を総合的に判断して選択することが可能

となります。 

一方で、現行法にも監事会に従業員代表を含める必

要があり4 本改正法後も踏襲されますが（第 76 条）、

更に董事会においても“従業員が 300人以上の有限責

任会社では、“監事会を設置し且つ従業員代表を有す

る場合を除き”、董事会に従業員代表を含めなければ

ならない（第 68条）等の変更点には留意が必要です。 

 

3.株主や個人に対するリスクと責任 

本改正法では株主や個人に対する連帯責任や賠償

責任を要求するなど一貫して個人レベルにまで罰則

を科す姿勢が鮮明です（詳細は次頁・参考資料を参照

のこと）。例えば、“法定代表者が職務執行による他人

に損害を与えた場合、会社が民事責任を負うものの、

会社は法律や定款の定めに基づき、過失のあった法定

代表者に賠償請求できる”（第 11 条）など、法定代表

者の責任が増しており、注意が必要です。 

 

 

また、“第 8 章 会社の董事、監事、高級管理職の

資格と義務”として、現行法の忠実義務、勤勉義務（現

行法第 147 条、本改正法第 180 条）5 等に加えて罰則

が強化されており、従来と同様に、董事、監事、高級

管理職が業務執行時に法律法規或いは定款の定めに

違反し会社に損害を与えた場合の賠償責任（現行法

149 条、本改正法第 188 条）に加え、董事や高級管理

職が職務執行に際し、故意又は重大過失により他者に

損害を与えた場合には、会社と共に賠償責任を負う

（第 191条）等が定められ、個人の業務執行に対する

リスクが増しました。この為、2 稿草案で加重された

“董事の任期において会社が賠償責任保険を付保で

きる”との条項（第 193条）が本改正法にも明記され、

董事の職務遂行時の賠償責任に対して一定のリスク

ヘッジが講じられています。 

また、見せ金行為や虚偽の出資などの出資義務違反

に対し、株主や有責の董事、監事、高級管理職が連帯

補償責任を負うだけでなく、直接的な責任を負う（主

管）人員等にも罰金が科せられます（第 252条、第 253

条）。 

 

4.日本における重要規定  

本改正法では、上記のガバナンス体制が選択可能と

なった点や、例えば清算時の清算委員会は董事により

構成される旨の明記を始めとして設立/清算時の簡素

化や規範化が進める等、会社にメリットもあります。

更に、欠損補填を目的とする無償減資が資本準備金の

取崩しや減資の手順と共に容認された点も朗報と言

えます 6。 

一方、上記の通り、出資義務の履行の厳格化、株主

や個人に対する罰則強化などが鮮明に打ち出されま

した。 

更に、これらに加えて、現行規定下では減資は外商

投資参入特別措置(所謂“ネガティブリスト”)の対象

項目で無ければ届出事項であり、実務的にも無償減資、

有償減資共に、減資後の出資比率の変更も含め、容認

されていますが、本改正法では第 3稿草案の“登録資

本を減少する場合、別段の規定がない限り、出資者の 
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出資比率に照らし、対応する出資額を減少させる”と

の条項が踏襲され、規定に則れば、一方の出資者が合

弁関係の解消を、他方の出資者は独資化による存続を

希望する場合に、撤退側の出資者が会社からの払戻し

により資本を回収するとの、現行形式での有償減資は

原則不可となっています7。 

改めて、本改正内容は多岐に亘る為、他の事項も含

め、今後の補充規定や実務運用への注視が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHUGIN GLOBAL NEWS 
PAGE - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1本改正法（主席令第 15 号）の原文は右記 URL を参照のこと。

URL：中华人民共和国公司法_中国人大网 (npc.gov.cn) 
2 マイツグループのニューズレター右記URLの通り。URL：ニュー
ズレター アーカイブ| 株式会社マイツ (myts.co.jp) 
尚、本改正までの審議内容は JP マイツ通信 2022 年 2 月号（初
稿）、2023 年 4 月号（二稿）、2024 年 1 月号（三稿）を参照願い
たい。 

3現行法の原文 URL は右記の通り。URL：中华人民共和国公司

法_中国人大网 (npc.gov.cn) 
4現行法第 51 条を参照のこと。 
5現行法第 147 条を参照のこと。 
6改正法第 214 条、第 225 条を参照のこと。但し企業所得税法

上では現状、債務免除益となる可能性があり、繰越欠損金の範

囲内ならば納税は生じないものの、留意が必要。尚、当該詳細

は JP マイツ通信 2023 年 9 月号“3-(2)-➀（中国法人への課税

の有無）”を参照願う。 
7 但し、株主全体で別途約定（合意）すれば、出資比率に依ら

ない有償減資が可能（第 224条を参照のこと）。 

マイツグループ 

日本国内に 3拠点(東京、大阪、京都)、中国全土

に 10拠点（上海、蘇州、大連、瀋陽、北京、天

津、成都、広州、香港）を展開しており、現地ス

タッフ 350名体制、日中双方で事業再編のご支援

をさせて頂きます。日系企業から中国現地企業へ

販路拡大、中国国内のグループ内再編、M&A、清

算業務まで幅広く対応しております。 

上記内容のお問い合わせは株式会社マイツ 

【URL】：http://www.myts.co.jp 

【TEL】03-6261-5323／【FAX】03-6261-5324 

【問い合わせ窓口】 

篠原（しのはら）Email：yshinoha@myts.co.jp 

本資料の著作権は弊社に属し、その目的を問わず

無断引用または複製を禁じます。 


